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平成１５年 国土交通省告示第４６１号

建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第３７条の規定に基づき、建築物の基礎、主要構造部等に使用

する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する

技術的基準を定める件(平成１２年建設省告示第１４４６号)の一部を次のように改正する。

平成１５年４月２８日 国土交通大臣 林 寛子

第１に次の一号を加える。

十九 セラミックメーソンリーユニット

別表第１第１第十八号に掲げる建築材料の項の次に次のように加える。

第１第十九号に掲げる建築材料 JIS A ５２１０(建築用セラミックメーソンリーユニット)－１９９４

別表第２(ろ)欄第１第八号に掲げる建築材料の項第一号中「当該部分を除く。)を除したもの」を「その化

粧部分の容積を除く。)で除して得た数値を百分率で表したもの」に改める。

別表第２第１第十八号に掲げる建築材料の項の次に次のように加える。

第１第十九 一 容積空洞率(セラミックメーソンリー 一 各部の寸法を実測して行うこと。

号に掲げる ユニットの空洞部全体の容積をセラミック

建築材料 メーソンリーユニットの外部形状容積で

除して得た数値を百分率で表したものを

いう。)の基準値が定められていること。

二 各部の形状、寸法及び寸法精度の 二 各部の寸法及び寸法精度の測定は、 JIS
基準値が定められていること。 A ５２１０(建築用セラミックメーソンリーユニット)

－１９９４によるか又はこれと同等以上に寸法及

び寸法精度を測定できる方法によること。

三 圧縮強さの基準値が定められてい 三 JIS A ５２１０(建築用セラミックメーソンリー
ること。ただし、令第３章第８節に規定す ユニット)－１９９４の圧縮試験方法によるか又は

る構造計算を行わない建築物に用いら これと同等以上に圧縮強さを測定できる方法に

れるものの圧縮強さは、１平方ミリメート よること。

ルにつき８ニュートン以上であること。

四 吸水率の基準値が定められている 四 JIS A ５２１０(建築用セラミックメーソンリー
こと。 ユニット)－１９９４の吸水率の試験方法によるか

又はこれと同等以上に吸水率を測定できる方法

によること。

別表第３第１第十八号に掲げる建築材料の項の次に次のように加える。

第１第十九 別表第２(ろ)欄に規定する品質基準の 一 別表第２(は)欄に規定する測定方法等によ

号に掲げる すべて って行う。

建築材料
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平成１５年 国土交通省告示第４６２号

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第９４条及び第９９条の規定に基づき、特殊な許容応力度

及び特殊な材料強度を定める件

（平成１３年国土交通省告示第１０２４号）の一部を次のように改正する。

平成１５年４月２８日 国土交通大臣 林 寛子

前文中「並びにコンクリート充填(てん)鋼管造の鋼管の内部に充填(てん)されたコンクリートの圧縮、せん

断及び付着の許容応力度」を「、コンクリート充填(てん)鋼管造の鋼管の内部に充填(てん)されたコンクリー

トの圧縮、せん断及び付着の許容応力度並びに組積体（鉄筋コンクリート組積体を含む。以下同じ。）の圧

縮及びせん断並びに鉄筋コンクリート組積体の付着の許容応力度」に、「並びにコンクリート充填(てん)鋼

管造の鋼管の内部に充填(てん)されたコンクリートの圧縮、せん断及び付着の材料強度」を「、コンクリート

充填(てん)鋼管造の鋼管の内部に充填(てん)されたコンクリートの圧縮、せん断及び付着の材料強度並び

に鉄筋コンクリート組積体の圧縮の材料強度」に改める。

第１に次の一号を加える。

十一 組積体の圧縮及びせん断並びに鉄筋コンクリート組積体の付着の許容応力度は次に掲げるもの

とする。

イ 組積体の圧縮及びせん断の許容応力度は、次の表に掲げる数値によらなければならない。

許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度 短期に生ずる力に対する許容応力度

（単位 １平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙにつきﾆｭｰﾄﾝ） （単位 １平方ﾐﾘﾒｰﾄﾙにつきﾆｭｰﾄﾝ）

種類 圧縮 せん断 圧縮 せん断

組積体（打込み目地鉄

筋コンクリート組積体を

除く。）

打込み目地鉄筋コンク

リート組積体

一 この表において、打込み目地鉄筋コンクリート組積体は、打込み目地組積ユニットを組積し、それら

の空洞部にコンクリートを充填(てん)し、打込み目地部を形成して一体化したものをいう。

二 この表において、 F及びαは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ｆ 設計基準強度(実況に応じた圧縮強度試験により求めた材齢が２８日の供試体の圧縮強度の平

均値以下のものに限る。以下ロにおいて同じ。）（単位 １平方ミリメートルにつきニュートン）

α 打込み目地組積ユニットの厚さに対するその打込み目地部を含む水平断面における充填コン

クリートの最大厚さの比

ロ 鉄筋コンクリート組積体における充填(てん)コンクリートの鉄筋との付着の許容応力度は、平成１２年

建設省告示第１４５０号第１各号の規定を準用するものとする。この場合において、第１第一号中「令第７４

条第１項第二号に規定するコンクリートの設計基準強度」とあるのは「鉄筋コンクリート組積体の設計基準強

度（充填(てん)コンクリートの設計基準強度が鉄筋コンクリート組積体の設計基準強度を下回る場合にあっ

ては、その設計基準強度）」と、同号ただし書中「コンクリート」とあるのは「鉄筋コンクリート組積体」と読み替

えるものとする。

第２に次の一号を加える。

十 鉄筋コンクリート組積体の圧縮の材料強度は、種類に応じて第１第十一号イの表に規定する長期に

生ずる力に対する圧縮の許容応力度の数値の３倍としなければならない。

３

F

３

F

０.１F
３

０.１αF
３

２F
３

２F
３

０.１F
２

０.１αF
２
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平成１５年 国土交通省告示第４６３号

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第８０条の２第一号の規定に基づき、鉄筋コンクリート造

の建築物又は建築物の構造部分で、特殊の構造方法によるものとして、鉄筋コンクリート組積造（組積ユニ

ット（コンクリートブロック又はセラミックメーソンリーユニットで型わく状のものをいう。以下同じ。）を組積し、

それらの空洞部に縦横に鉄筋を配置し、コンクリートを充填(てん)して一体化した構造をいう。以下同じ。）

の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を第１から第１１までに定

め、同令第３６条第２項第二号の規定に基づき、耐久性等関係規定を第１２に指定する。

平成１５年４月２８日 国土交通大臣 林 寛子

鉄筋コンクリート組積造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を

定める件

第１ 適用の範囲

鉄筋コンクリート組積造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法は、建築基準法施行令（以下「令」

という。）第３章第６節（第７６条、第７７条、第７８条、第７８条の２第１項第三号及び第７９条の規定を除く。）

に定めるところによるほか、第２から第１１までに定めるところによる。

第２ 階数等

一 地階を除く階数は、３以下としなければならない。

二 軒の高さは、１２メートル以下としなければならない。

三 鉄筋コンクリート組積造の建築物の構造部分を有する階の階高（床版の上面からその直上階の床

版の上面（最上階又は階数が１の建築物にあっては、構造耐力上主要な壁と屋根版が接して設けら

れる部分のうち最も低い部分における屋根版の上面）までの高さをいう。）は、３.５メートル以下としな
ければならない。

第３ 構造耐力上主要な部分に使用する充填(てん)コンクリートの設計基準強度及び構造耐力上主要な

部分に使用する鉄筋の種類

一 充填(てん)コンクリートは、１平方ミリメートルにつき１８ニュートン以上の設計基準強度のものとしな

ければならない。

二 鉄筋は、径９ミリメートル以上の異形鉄筋としなければならない。

第４ 構造耐力上主要な部分に使用する組積ユニットの品質

一 ひび割れ、きず、ひずみ等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

二 基本形組積ユニットにあっては、その形状は、次のイからヘまでに定めるものとしなければならな

い。

イ 容積空洞率（組積ユニットの空洞部全体の容積を組積ユニットの外部形状容積（化粧を有するコ

ンクリートブロックにあっては、その化粧の部分の容積を除く。）で除して得た数値を百分率で表した

ものをいう。）は、５０パーセント以上７０パーセント以下であること。

ロ フェイスシェル（充填(てん)コンクリートの型わくとなる部分をいう。以下同じ。）の最小厚さは、２５ミ

リメートル以上であること。

ハ ウェブ（フェイスシェルを連結する部分をいう。以下同じ。）の形状は、組積した場合にコンクリート

の充填(てん)に支障のないものであること。

ニ ウェブの鉛直断面積の合計は、モデュール寸法（呼称寸法に目地厚さを加えたものをいう。以下

同じ。）によるフェイスシェルの鉛直断面積の８パーセント以上であること。

ホ ウェブの中央部の高さは、モデュール寸法による組積ユニットの高さの６５パーセント以下であるこ

と。

ヘ 打込み目地組積ユニットにあっては、そのフェイスシェルの内端部の開先（隣接する組積ユニット

により形成される凹部をいう。以下同じ。）の幅は、８ミリメートル以上１２ミリメートル以下、隣接する

打込み目地組積ユニットのフェイスシェルの接触面の内端から内側に３ミリメートルの位置における
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開先の幅は３ミリメートル以上、奥行長さは１０ミリメートル以上であること。ただし、高い流動性を有

するコンクリートの使用その他の目地部にコンクリートを密実に充填(てん)するための有効な措置を

講ずる場合は、この限りでない。

三 前号（イ、ニ及びホを除く。）の規定は、異形組積ユニットについて準用する。

四 圧縮強度は、コンクリートブロックにあっては１平方ミリメートルにつき２０ニュートン以上、セラミックメ

ーソンリーユニットにあっては１平方ミリメートルにつき４０ニュートン以上としなければならない。

五 体積吸水率（表乾重量から絶乾重量を引いた数値を表乾重量から水中重量を引いた数値で除して

得たものを百分率で表したものをいう。以下この号において同じ。）は、組積ユニットの種類に応じて、

次の表に掲げる式によって計算した数値以下の数値としなければならない。

組積ユニットの種類 体積吸水率 （単位 パーセント）

２σ
コンクリートブロック ２０－ －８

５

２σ
セラミックメーソンリーユニット ２０－ －１６

５

この表において、σは、圧縮強度（単位 １平方ミリメートルにつきニュートン）を表すものとする。

六 フェイスシェルの吸水層（２４時間以上浸したときに水が浸透する部分をいう。以下同じ。）の厚さ

は、当該フェイスシェルの厚さの３分の２以下としなければならない。ただし、鉄筋と組積ユニットとの適

当な間隔の保持その他の鉄筋のさび止めのための有効な措置を講ずる場合は、この限りでない。

七 外壁に用いるものにあっては、日本工業規格Ａ５４０６（建築用コンクリートブロック）－１９９４の透水

性試験により測定された透水性は、１平方メートルにつき毎時２００ミリリットル以下としなければならな

い。ただし、防水剤の塗布その他の建築物の内部に生ずる漏水を防止するための有効な措置を講ず

る場合は、この限りでない。

第５ 構造耐力上主要な部分に使用する鉄筋コンクリート組積体の設計基準強度

鉄筋コンクリート組積体は、１平方ミリメートルにつき１８ニュートン以上の設計基準強度（打込み目地鉄

筋コンクリート組積体（打込み目地組積ユニットを組積し、それらの空洞部にコンクリートを充填(てん)し、打

込み目地部を形成して一体化したものをいう。以下同じ。）にあっては、等価設計基準強度（設計基準強度

に打込み目地組積ユニットの厚さに対するその打込み目地部を含む水平断面における充填(てん)コンクリ

ートの最大厚さの比を乗じて得た数値をいう。以下同じ。））のものとしなければならない。

第６ 構造耐力上主要な部分に使用する鉄筋コンクリート組積体の構造

一 組積ユニットの空洞部は、コンクリートで密実に充填(てん)しなければならない。

二 組積ユニットは、その目地塗面の全部（打込み目地組積ユニットにあっては、床版、土台その他これ

らに類するものに接する部分に限る。）にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。

三 異形組積ユニットを使用する場合は、基本形組積ユニットと組み合わせて使用しなければならな

い。

四 各空洞部に配置する鉄筋は、一方向につき２本以下としなければならない。ただし、鉄筋の実況に

応じた引抜きに関する実験によって、これと同等以上に鉄筋に対する充填(てん)コンクリートの付着割

裂が生じるおそれのないことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

五 継手及び定着に使用する部分にあっては、前号の規定にかかわらず、鉄筋を一方向につき３本以

上とすることができる。

第７ 構造耐力上主要な部分である基礎ばりの構造

基礎ばり（べた基礎及び布基礎の立上り部分を含む。第８において同じ。）は、一体の鉄筋コンクリート造

（２以上の部材を組み合わせたもので、これらの部材相互を緊結したものを含む。第８及び第９第八号に
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おいて同じ。）としなければならない。ただし、鉄筋コンクリート組積造にあっては、フェイスシェルの吸水

層の厚さが当該フェイスシェルの厚さの３分の２以下であるコンクリートブロックを用いたもので、かつ、令

第８２条第一号から第三号までに定める構造計算を行い、構造耐力上安全であることが確かめられたも

のでなければならない。

第８ 構造耐力上主要な部分である床版及び屋根版の構造

一 鉄筋コンクリート造としなければならない。

二 水平力によって生ずる力を構造耐力上有効に耐力壁及び壁ばり（建築物の最下階の床版にあって

は、基礎ばり）に伝えることができる剛性及び耐力を有する構造としなければならない。

第９ 耐力壁の構造

一 各地上階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積の和は、それぞれ次の

式に適合するものとしなければならない。

Σ Ａｗ ≧ Ｚ Ｗ Ａi β

この式において、Ａｗ、Ｚ、Ｗ、Ａ i及びβは、次の数値を表すものとする。
Ａｗ 当該階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積

（単位 平方ミリメートル）

Ｚ 令第８８条第１項に規定するＺの数値

Ｗ 令第８８条第１項の規定により地震力を計算する場合における当該階が

支える部分の固定荷重と積載荷重との和（令第８６条第２項ただし書の規

定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加

えるものとする。）（単位 ニュートン）

Ａ i 令第８８条第１項に規定する当該階に係るＡ iの数値
β 鉄筋コンクリート組積体の設計基準強度（打込み目地鉄筋コンクリート

組積体にあっては、等価設計基準強度）（単位 １平方ミリメートルにつき

ニュートン）で１８を除した数値の平方根（２分の１の平方根未満のときは、

２分の１の平方根）

二 耐力壁は、釣合い良く配置しなければならない。

三 耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、６０平方メートル以下としなければならな

い。ただし、令第８２条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが

確かめられた場合にあっては、この限りでない。

四 耐力壁の長さは、両端部の縦筋及び１以上の中間縦筋（両端部の縦筋以外の縦筋をいう。）を配置

できる長さ（５９０ミリメートルを超えるときは５９０ミリメートル）以上としなければならない。

五 耐力壁の厚さは、鉛直方向の力に対する構造耐力上主要な支点間の鉛直距離を２２で除して得た

数値以上で、かつ、１９０ミリメートル以上としなければならない。ただし、令第８２条第一号から第三号

までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合にあっては、１２０ミリメ

ートル以上とすることができる。

六 耐力壁に用いる縦筋は、次のイからハまでに定めるものとしなければならない。

イ 縦筋の鉄筋比（耐力壁の水平断面における鉄筋コンクリート組積体の断面積に対する縦筋の断

面積の和の割合をいう。）は、０.２パーセント以上とすること。ただし、令第８２条第一号から第三号ま
でに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合にあっては、０.１５パ
ーセント以上とすることができる。

ロ 縦筋の間隔は、モデュール寸法による組積ユニットの長さ以下で、かつ、４００ミリメートル以下とす

ること。

ハ 端部の縦筋の径は、階の区分に応じて次の表に掲げる数値以上とすること。ただし、令第８２条

第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合

にあっては、１２ミリメートル以上とすることができる。
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階 端部の縦筋の径（単位 ミリメートル）

最上階から数えた階数が３以内の階 １２
地上階

最上階から数えた階数が４以内の階
１５

地階

七 耐力壁に用いる横筋については、その鉄筋比（耐力壁の壁面と直交する鉛直断面における鉄筋コ

ンクリート組積体の断面積に対する横筋の断面積の和の割合をいう。以下この号において同じ。）及

び横筋の間隔は、階の区分に応じてそれぞれ次の表によらなければならない。ただし、横筋の鉄筋比

を０.１５パーセント以上とし、かつ、令第８２条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造
耐力上安全であることが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

階 横筋の鉄筋比 横筋の間隔

（単位ﾊﾟｰｾﾝﾄ）

最上階から数えた階 ０.２以上 モデュール寸法による組積ユニットの高さ又は

地上階 数が３以内の階 ３００ミリメートルのうちいずれか大きい数値以下

最上階から数えた階

数が４以上の階 ０.２５以上 モデュール寸法による組積ユニットの高さ又は
２００ミリメートルのうちいずれか大きい数値以下

地階

八 地階の耐力壁は、一体の鉄筋コンクリート造としなければならない。ただし、鉄筋コンクリート組積造

にあっては、フェイスシェルの吸水層の厚さが当該フェイスシェルの厚さの３分の２以下であるコンクリ

ートブロックを用いたもので、かつ、令第８２条第一号から第三号までに定める構造計算を行い、構造

耐力上安全であることが確かめられたものでなければならない。

第１０ 構造耐力上主要な部分である壁ばりの構造

一 丈は、４５０ミリメートル以上としなければならない。ただし、令第８２条第一号から第三号までに定め

る構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

二 複筋ばりとしなければならない。

三 壁ばりに用いる鉄筋は、次のイからハまでに定めるものとしなければならない。

イ 壁ばりの長さ方向に配置される鉄筋相互間の間隔は、それぞれ４００ミリメートル以下とすること。

ロ 上端筋及び下端筋（壁ばりの長さ方向に配置される鉄筋のうちそれぞれ上端及び下端に配置さ

れるものをいう。以下この号において同じ。）は、径１２ミリメートル以上とし、上端筋の断面積の合計

及び下端筋の断面積の合計がそれぞれ次の式に適用するように配置すること。

ａｔ ≧０.００２ｂｄ

この式において、 at 、ｂ及びｄは、それぞれ次の値を表すものとする。
ａｔ 上端筋の断面積の合計又は下端筋の断面積の合計（単位 平方ミリメートル）

ｂ 壁ばりの厚さ（単位 ミリメートル）

ｄ 壁ばりの有効丈（引張側端部の鉄筋と圧縮縁との重心間の距離をいう。）

（単位 ミリメートル）

ハ あばら筋相互間の間隔は、２００ミリメートル以下とすること。

ニ あばら筋比（はりの軸を含む水平断面における一組のあばら筋の断面の中心を通る直線と、隣り

合う一組のあばら筋の断面の中心を通る直線とではさまれた部分の鉄筋コンクリート組積体の断面

積に対するあばら筋の断面積の和の割合をいう。）は０.２５パーセント（壁ばりの内法長さを丈で徐し
て得た数値が１.５未満の場合にあっては、０.３パーセント）以上すること。
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第１１ 構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた建築物又は建築物の構造部分

一 次のイからハまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全が確かめられた建築

物又は建築物の構造部分については、第２第一号中「３以下」とあるのは「５以下」と、第２第二号中

「１２メートル以下」とあるのは「２０メートル以下」と読み替えて適用する。

イ 令第８２条の２に規定する層間変形角が、鉄筋コンクリート組積造の構造部分を有する階にあって

は２０００分の１以内であり、かつ、その他の階にあっては２００分の１（地震力による構造耐力上主要

な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、１２０分

の１）以内であることを確かめること。

ロ 令第８２条の３各号に定めるところによること。

ハ 各地上階の耐力壁のうち計算しようとする方向に設けたものの水平断面積の和が次の式に適合

することを確かめること。

Σ ２Ａｗ ≧ Ｚ Ｗ Ａi β

この式において、Ａｗ、Ｚ、Ｗ、Ａ i及びβ は、それぞれ第９第一号に定める数値を表す
ものとする。

二 前号に掲げる建築物又は建築物の構造部分については、第９第一号の規定は適用しない。

三 第一号イに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられ、か

つ、令第８２号の４第一号の規定によって計算した各地上階の水平力に対する耐力が同条第二号の

規定によって計算した必要保有水平耐力以上であることが確かめられた建築物又は建築物の構造部

分については、第２第一号中「３以下」とあるのは「５以下」と、第２第二号中「１２メートル以下」とあるの

は「２０メートル以下」と読み替えて適用する。

四 前号に掲げる建築物又は建築物の構造部分については、第２第三号及び第９第一号の規定は適

用しない。

五 令第８２条の４第一号の規定によって計算した各地上階の水平力に対する耐力が同条第二号の規

定によって計算した必要保有水平耐力以上であることが確かめられたものについては、第１０第三号

ニ中「０.２５パーセント」とあるのは「０.１５パーセント」と読み替えて適用するものとする。
六 前号に掲げる建築物又は建築物の構造部分については、第８第一号及び第１０第三号ロの規定は

適用しない。

第１２ 耐久性等関係規定の指定

令第３６条第２項第二号に規定する耐久性等関係規定として、第３第一号、第４（第二号イ及び同号ニか

らヘまで並びに第三号（第二号ヘを準用する部分に限る。）を除く。）、第５及び第６第一号に定める安全上

必要な技術的基準を指定する。


